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第２５期佐世保市農業委員会第９回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和６年２月２７日（火） １３時３０分から１５時 

 

２ 開催場所  総合教育センター 中研修室１、２ 

 

３ 出席農業委員（１９名） 

 

４ 欠席農業委員 

  なし 

 

５ 出席推進委員（１８名） 

 

６ 欠席推進委員 

  なし 

   

７ 農業委員会事務局職員 

事 務 局 局 長  有冨 暢一 

委員  １番   廣瀨 忠之 

委員  ２番    北村 憲治 

委員  ３番   阿波 茂敏 

委員  ４番   中里 政義 

委員  ５番   本城  充 

委員  ６番   磯本 安男 

委員  ７番   川口 勇二 

委員  ８番   手光 晴也 

委員  ９番   牟田  昇 

委員 １０番     辻  茂樹 

委員 １１番   近藤  誠 

委員 １２番   伊賀﨑典正 

委員 １３番   水口 一男 

委員 １４番   田中 広昭 

委員 １５番   西尾 政喜 

委員 １６番   赤木 行秀（会長） 

委員 １７番   松永 信義 

委員 １８番   内野 正実 

委員 １９番   大宅 和子 

針尾地区     永田 照雄 

江上地区     古川 清志 

宮地区      坂口  要 

三川内地区     迎  篤之 

早岐地区     久野 孝典 

日宇地区     丸田 浩行 

佐世保地区     松永 豊𠮷 

柚木地区     山中 幸治 

大野地区     村田  司 

皆瀬地区     山口 良行 

中里地区     永田富士夫 

相浦、九十九地区 冨川 利光 

吉井地区     末永 広幸 

世知原地区    尾﨑 修平 

宇久地区     畠中 辰秀 

小佐々地区    松田  眞 

江迎地区     小川 憲人 

鹿町地区     松田 庄二 
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事 務 局 次 長  小長 賢二 

事 務 局 係 長  博多屋 孝昭 

事 務 局 係 長  天羽 孝太郎 

事 務 局 係 長  田村 友哉 

事 務 局 主 査  岩佐 隆志 

事 務 局 主 査  岩﨑 孝典 

  事 務 局 主 査  田中 豊 

 

８ 議事日程 

議事録署名委員の指名 

第６２号議案  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

第６３号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第６４号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請（一時転用）について 

第６５号議案  農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請について 

第６６号議案  佐世保農業振興地域整備計画変更に伴う農地転用との調整等について 

第６７号議案  非農地証明願について 

第６８号議案  農地法第３条の規定による許可申請について 

第６９号議案  納税猶予（生前一括贈与）に関する農業経営継続証明について 

第７０号議案  農用地利用集積計画（案）について 

第７１号議案  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定による 

  要請（案）について 

第７２号議案  農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）について 

 

報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２ 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告３ 都市計画法に係る開発事前協議開催状況について 

報告４ 裁判所及び法務局への農地現況回答について 

報告５ 非農地通知について 

報告６ 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告７ 農用地利用集積・配分計画解約通知について 

報告８ 宇久メガソーラーについて 

 

９ 会議の概要 

 

副 会 長   只今より、佐世保市農業委員会第９回総会を開会いたします。一、開会。 

   会長挨拶。 

 

会  長   皆さんこんにちは。本日は少し肌寒くなりましたが、お身体に十分注意されてお仕事に

励んでいただけたらと思います。 
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さて、２月１３日から１４日の日程で農業委員研修を実施いたしましたが、ご参加いた

だいた皆様におかれましては大変お疲れ様でした。日程が合わずに参加できなかった皆様

におかれましては、大変申し訳ございませんでした。次年度は日程等をよく検討して、全

員出席で研修を実施したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それから、２月２６日から３月市議会が開会されました。 

後、地域の農業の将来像を示す地域計画の策定について、現在、農政課とともに作業を

進めていることと思いますが、出来る所から始めていくなど、後で慌てることがないよう

にしていただけたらと思います。 

       それでは本日もご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

副 会 長   それでは、②委員定足数報告を事務局よりお願いいたします。 

 

事 務 局   はい、事務局です。委員の定足数についてご報告いたします。現に在任する委員１９名

のうち１９名の出席により過半数に達しておりますので、農業委員会等に関する法律第２

７条第３項及び佐世保市農業委員会会議規則第６条の規定に基づき、本総会が成立してい

ることをご報告いたします。 

なお、推進委員についても全員出席となっておりますことを併せてご報告いたします。

以上です。 

 

副 会 長   ありがとうございました。それでは、③議事録署名人については、１８番 内野正実委

員、１９番 大宅和子委員、補充として１番 廣瀨忠之委員にお願いいたします。 

 

議  長   それでは議事に入りたいと思います。 

第６２号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務局の説明をお

願いします。 

 

事 務 局   第６２号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請について説明に入る前に、

議案の１ページから１０ページの差替について本日お配りしておりますので、そちらを

ご覧いただきながら説明したいと思います。また、その他事務局報告事項として、本日

資料を配付しております違反転用事案の指導状況について、本議案の案件に関連します

ので先行して報告させていただきます。それでは、お手元に配付しています、その他１ 

違反転用事案報告についての資料をご覧ください。 

 

～説明～ 

議案に戻ります。 

１番、鹿町地区。申請者は記載のとおりです。申請地所在は、鹿町町下歌ヶ浦の２筆。

地目は、登記畑、現況宅地。面積は２筆合計１１７．６２㎡です。転用目的は住宅用地。

施設は既存住宅１棟木造平家建、建築面積１３６．０６㎡です。耕作者なし。農地区分は

農振内白地で、１０ｈａ未満小集団農地の第２種農地に該当いたします。参考事項としま
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して、こちらは樋口ダムから南に約３５０ｍの位置にあります。被害防除計画の内容とし

ては、造成計画、現状のまま利用する。建築から３２年が経過し、周辺に被害を及ぼした

ことはない。日照通風、建築から３２年が経過し、周辺の営農条件に支障を及ぼしたこと

はない。排水計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は合併浄化槽から道路側溝。添付

書類は記載のとおりです。都市計画法関係は都市計画区域外です。 

       以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番鹿町地区。 

 

１ ８ 番   １８番内野です。２月６日に松田推進委員と事務局で現地を確認いたしました。本人は

施設に入所されているとのことで直接お話は出来なかったのですが、やむを得ないとして

見てきました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

松田委員   鹿町地区、松田です。今委員が言われたとおりで問題ありません。よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   それでは、この案件について何かご意見等ございませんか。 

        

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第６２号議案については許可相当として県に進達いたします。 

   続きまして、第６３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、事務

局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第６３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明しま

す。 

１番、相浦、九十九地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は川下町。

地目は、登記田、現況休耕。面積は３９１㎡です。転用目的は漁業従事者住宅。権利は、

使用貸借権設定です。施設は、住宅１棟軽量鉄骨造平屋建、建築面積１１６．９５㎡、併

用地ありで計画全体面積は３９３．６４㎡です。耕作者なし。農地区分は、ＭＲ大学駅か

らおおむね３００ｍ以内の第３種農地に該当いたします。参考事項としまして、こちらは

ＭＲ大学駅から東に約２００ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計

画、現状のまま利用する。整地のみ行う。日照通風、建物高を加減５．５ｍ程度。排水計
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画、雨水は水路放流、汚水、生活雑排水は合併浄化槽から道路側溝。添付書類は記載のと

おりです。都市計画法関係は漁業従事者住宅で許可不要です。 

       ２番、吉井地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は吉井町踊瀬の２筆。

地目は、登記田、現況休耕。面積は２筆合計３９６㎡です。転用目的は一般個人住宅。権

利は、所有権移転売買です。施設は住宅１棟、軽量鉄骨造二階建て、建築面積１０１．１

２㎡。耕作者なし。農振内白地で、１０ｈａ未満小集団農地の第２種農地に該当いたしま

す。参考事項としまして、こちらは下橋川内公民館から西に約２２０ｍの位置にあります。

被害防除計画の内容としては、造成計画、盛土最高０．５ｍ、最低０．２ｍ。擁壁を設け

る。日照通風、建物高を加減７．９ｍ程度。排水計画、雨水は水路放流。汚水、生活雑排

水は合併浄化槽から水路。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関連は都市計画区域

外です。 

       ３番、小佐々地区。こちらが、先ほど先行して違反転用事案報告の２番で報告した案件

の申請となります。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は小佐々町田原の３

筆。地目は、登記田、現況休耕。面積は３筆合計１４７㎡です。転用目的は一般個人住宅

への進入路。権利は、所有権移転贈与です。耕作者なし。農振内白地で、１０ｈａ未満小

集団農地の第２種農地に該当いたします。参考事項としまして、こちらは佐世保市立小

佐々小学校から北に約２４５ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計

画、現状のまま利用する。平成２年の施工以降被害を生じさせたことはない。日照通風、

周辺に農地は無く、平成２年の施工以降被害を生じさせたことはない。排水計画、雨水は

自然流下。汚水、生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関連

は都市計画区域外です。 

       以上ですが、３番の案件については、関係する委員の方がおられます。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ３番の案件は除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３１条の規定に

より、退席していただき審議をいたします。該当委員は一時退席願います。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   ３番小佐々地区については私の方から調査結果を報告します。 

事務局から違反転用事案の指導状況についての説明がありましたとおり、１月２２日に

松田推進委員と事務局とで現地を確認してきました。特に問題はないと見てきました。以

上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

松田委員   小佐々地区、松田です。以前は田んぼだったのですが、今は全部住宅になっている所で

す。特に問題ありません。以上です。 
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議  長   それでは、３番の案件について何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。３番の案件については許可相当として県に進達いたします。委員は入室

願います。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   それでは残りの案件について審議いたします。地区担当委員の調査結果をお願いします。

１番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番伊賀﨑です。２月２４日に冨川推進委員と現地を確認いたしました。ここは田ん

ぼですが休耕で、道路沿いに住宅が建っていまして、三方を住宅に囲まれているような場

所です。仕方ないのかと思って見てきました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

冨川委員   相浦、九十九地区、冨川です。今伊賀﨑委員が言われたとおりで、問題ありません。以

上です。 

 

議  長   続きまして、２番吉井地区。 

 

１ ３ 番   １３番水口です。２月２２日に末永推進委員と現地を確認いたしました。現地は、ここ

数年の間で周辺の住宅化が進んでいるようなところで、この土地も１０年程前から荒地と

なっている状況です。現地確認にあたりましては、まだ残っている田がありますので、今

回の転用によって用排水関係や日照などに支障がないかとの視点で確認しましたが、特に

問題ないと判断しました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

末永委員   吉井地区、末永です。今水口委員が言われたとおりです。よろしくお願いします。 

 

議  長   それでは、１番２番の案件について何かご意見等ございませんか。 
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委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第６３号議案については許可相当として県に進達いたします。 

   続きまして、第６４号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請（一時転用）に

ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第６４号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請（一時転用）について、

ご説明いたします。 

 １番、相浦、九十九地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、棚方町

の１筆の一部。地目は、登記田、現況休耕。面積は１,１０１㎡です。転用目的は駐車場

及び資機材等置場の設置のため。権利は、賃借権設定、２年間です。施設は、資材置場５

１４㎡、駐車場２１台。耕作者なし。農地区分は、農振外で１０ｈａ未満小集団農地の第

２種農地に該当します。参考事項としまして、こちらは真申公園から東に約１６０ｍの位

置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、盛土最高０．１ｍ。緩衝地を設

ける。砕石を厚さ１０ｃｍ程度で敷き均し端部まで転圧を行う。日照通風、隣接する農地

はなく、建物等は建設しないため、被害のおそれはない。排水計画、雨水は自然流下。汚

水、生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。なお、農地復元計画書の内容

としましては、表面砕石撤去、土木安定シートを撤去後に整地を行う。となっています。  

以上ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番伊賀﨑です。２月２４日に冨川推進委員と現地を確認してきました。ここは以前

も資材置場として一時転用申請があっていたところですが、再び駐車場及び資材置場とし

て使用するとのことです。この土地は山に囲まれており、農地としては利用が難しいよう

な場所で、特に問題ないとして見てきました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

冨川委員   相浦、九十九地区の冨川です。委員が言われたとおり問題ありません。以上です。 

 

議  長   それでは、この案件について何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 
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議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第６４号議案については許可相当として県に進達いたします。 

   続きまして、第６５号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申

請について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第６５号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請につ

いて、ご説明いたします。 

       １番、相浦、九十九地区。当初申請者、変更申請者は記載のとおりで変更ありません。

申請地については、当初計画は小野町の４筆。計画変更後も変わりありません。当初の転

用計画はクレーン設置及び資機材設置の場所で計画変更後の転用目的に変更はありません。 

変更の理由としましては、当初令和６年３月まで西九州自動車道小野橋上部工工事におい

て、クレーン設置及び資機材置場として申請地を使用する予定であったが、下部工事業者

からの引き渡し時期の遅れが生じたことから着手時期が遅れ、施工完了が令和６年１２月

となったため、期間の延長を申請するものです。復旧後の耕作者あり、農地区分は、農振

内農用地です。参考事項としまして、こちらは小野町公民館から北東に約３８０ｍの位置

にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、盛土、最高３．０ｍ。川べりに大

型土のうを設置して、河川への土砂流出が起こらないようにする。日照通風、周辺に農地

は無く、建物も建設しないため、周辺への営農条件に支障を及ぼすおそれはない。排水計

画、雨水は水路放流。汚水、生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。 

なお、当初申請は令和４年１０月１４日に申請が行われ、同年１１月１５日付で許可とな

っております。当初計画期間は令和４年１１月１５日から令和６年４月１４日までの１年

５か月間。今回の計画変更申請で８か月間延長して、令和６年１２月３１日までに農地復

元を行うことになります。 

２番、宇久地区。本案件は当初許可を受けた期間の延長となります。当初申請者から変

更はありません。申請地所在は、当初が宇久町神浦の１５筆の一部。地目は、登記畑、原

野、現況原野、畑、雑木林、田。面積は１５筆合計１，０３５㎡で、計画変更後も変わり

ありません。転用目的、権利関係、施設全て当初計画と変更ありません。変更の理由は、

悪天候による作業の一時停止及び入島船の欠航による作業・機材搬入の遅延、また掘削地

点の掘進に予定により時間を要しているため。となっております。被害防除計画の内容と

しては、造成計画は現状のまま利用する。盛土、切土の造成工事は一切行わないため、被

害を及ぼす恐れはない。日照通風、三脚櫓であり、隣接する農地と距離があるため、日照

通風に被害を及ぼす恐れはない。排水計画、雨水は自然流下。汚水、生活雑排水は、生じ

ない。添付書類は記載のとおりです。なお、当初申請は令和５年９月１４日に申請が行わ

れ、同年１０月１３日付で許可となっております。当初計画期間は令和５年１０月１３日

から令和６年２月２９日までの５か月間。今回の計画変更申請で２か月延長して、令和６

年４月３０日までに農地復元を行うことになります。 
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以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番伊賀﨑です。２月２４日に冨川推進委員と現地を確認してきました。工事が遅れ

た原因については事務局から説明がありましたとおりです。やむを得ないとして見てきま

した。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

冨川委員   相浦、九十九地区の冨川です。委員が言われたとおりで問題ありません。以上です。 

 

議  長   続きまして、２番宇久地区。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。２月２３日に畠中推進委員と現地を確認してきました。許可期間延長

とのことですが、通常は４０～６０ｍ程で基礎岩盤にあたるらしいのですが、ここの土地

は地盤が深いため、掘進に時間がかかっているとことが主な原因のようです。その他は問

題ありません、よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

畠中委員   宇久地区の畠中です。西尾委員が言われたとおり問題ないと思いますのでよろしくお願

いします。 

 

議  長   それでは、第６５号議案について何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第６５号議案については許可相当として県に進達いたします。 

   続きまして、第６６号議案 佐世保農業振興地域整備計画変更に伴う農地転用との調整

等について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第６６号議案 佐世保農業振興地域整備計画変更に伴う農地転用との調整等につ

いて、ご説明します。 

１番、宮地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は、長畑町の一筆
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の一部。地目は、台帳畑、現況樹園地。面積は９５㎡です。転用目的は一般住宅用地です。

耕作者なし。農地区分は、現在農用地の樹園地となっていますが、農用地区域からの除外

確定後は第３種農地です。こちらは、ＪＲ南風崎駅付近に位置しています。変更理由は記

載のとおりで、変更内容は、農用地区域からの除外で、一般住宅用地です。 

２番、柚木地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は、高花町。地

目は、台帳田、現況田、遊休農地。面積は８８９㎡です。転用目的は、事務所建物用地、

駐車場、資材置場。耕作者なし。農地区分は、現在農用地の田となっていますが、農用地

区域からの除外確定後は第２種農地です。こちらは、長崎県農業共済佐世保支所付近に位

置しています。変更理由は記載のとおりで、変更内容は、農用地区域からの除外で事務所

建築等です。 

以上、農用地区域の除外等の申出に関し、佐世保市長より農業委員会に意見照会がなさ

れたものです。総会での審議結果を農業委員会の意見として農政課に回答します。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番宮地区。 

 

３  番   ３番阿波です。２月２４日に坂口推進委員と転用者とで現地を確認してきました。この

場所は今住宅が建っている所に隣接する農地です。息子さんが帰ってきて住宅を建築する

とのことで、特に問題はないとして見てきました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

坂口委員   宮地区の坂口です。今阿波委員が言われたとおり、何ら問題ないと思い見てきました。

以上です。 

 

議  長   続きまして、２番柚木地区。 

 

８  番   ８番手光です。２月２３日に山中推進委員と現地を確認してきました。何ら問題ないか

と見てきました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

山中委員   柚木地区の山中です。手光委員が言われたとおりですよろしくお願いします。 

 

議  長   それでは、第６６号議案について何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 
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農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第６６号議案の案件につきましては、総会での審議結果を農業委員 

会の意見として農政課に回答します。 

       続きまして、第６７号議案 非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第６７号議案 非農地証明願について説明いたします。 

１番、江上地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は江上町の１筆。登記地目畑、

現況宅地。面積は５４㎡です。願出の理由は記載のとおりです。参考事項としまして、こ

ちらは市立東明中学校から南東に約３００ｍの位置にあり、農振内白地で、事由の②－１

に該当します。 

以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番江上地区。 

 

２  番   ２番北村です。２月２３日に古川推進委員と願出人とで現地を確認してきました。ここ

は自宅に行く進入路として昭和２０年頃から使用されている状況でありまして、コンクリ

ート舗装もされていて農地に戻ることはないと思いますので、仕方ないとして見てきまし

た。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

古川委員   江上地区の古川です。北村委員が言われたとおり特に問題ありません。以上です。 

 

議  長   それでは、この案件について何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第６７号議案について、非農地証明を交付することといたします。 

   続きまして、第６８号議案 農地法第３条の規定による許可申請について事務局の説明

をお願いします。 

 

事 務 局   第６８号議案 農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたします。 

１番、江上地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地、指方町の２筆、地目は

登記畑、現況畑。面積は、２筆合計１，９４３㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転
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売買です。譲受人の経営状況については記載のとおりです。 

２番、江上地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地、指方町の１筆、地目は

登記田、現況田。面積は、１，１９２㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転売買です。

譲受人の経営状況については記載のとおりです。 

３番、三川内地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地、下の原町の３筆、地

目は登記田、現況田。面積は、３筆合計５，００３㎡、農用地区域、権利の種類は所有権

移転贈与です。譲受人の経営状況については記載のとおりです。 

４番、皆瀬地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地、踊石町の１筆、地目は

登記田、現況田。面積は、５１０㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転贈与です。譲

受人の経営状況については記載のとおりです。 

次に、使用貸借権です。１番宮地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地、瀬

道町の１９筆、地目は登記田、畑、現況田、畑、樹園地、休耕地。面積は、１９筆合計１

７，１３９.９㎡、農用地区域、権利の種類は使用貸借権です。譲受人の経営状況につい

ては記載のとおりです。なお、この案件は、経営移譲年金の受給に伴い、平成１６年から

２０年間使用貸借を結んでいたもので、今回期限を迎えたため継続して使用貸借を行うも

のです。 

以上５件について、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を満たすもの

と考えます。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。1番２番江上地区。 

 

２  番   ２番北村です。１番の案件については、１月３０日に古川推進委員と譲受人と事務局と

で現地を確認してきました。この土地の隣接地を譲受人が耕作されていて、これから今回

の土地も畑として利用するとのことで何ら問題はないと思います。 

２番の案件については、２月８日に古川推進委員と現地を確認してきました。譲受人の

長男さんが近々帰ってくる予定とのことで、農地を増やしたいとのことです。特に問題は

ないと思います。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

古川委員   江上地区の古川です。１番２番ともに北村委員が言われたとおりで問題ありません。 

 

議  長   続きまして、３番三川内地区。 

 

４  番   ４番中里です。２月２４日に迎推進委員と現地を確認してきました。譲渡人と譲受人は

兄弟でありまして、現在も譲受人が耕作されている状況で特に問題はないと思います。よ

ろしくお願いします。 
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議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

迎 委 員   三川内地区の迎です。委員が言われたとおり問題ありません。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   続きまして、４番皆瀬地区。 

 

１ ０ 番   １０番辻です。２月２３日に山口推進委員と大宅委員とで現地を確認してきました。こ

の土地については、譲渡人が遠方にいて管理が出来ないとのことで、現在、譲受人が耕作

をされている状況で何ら問題ないと思います。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

山口委員   皆瀬地区の山口です。委員が言われたとおり問題ありません。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   続きまして、使用貸借権の１番宮地区。 

 

３  番   ３番阿波です。２月２４日に坂口推進委員と現地を確認してきました。借受人と貸渡人

は親子関係でありまして、今回、使用期間の更新とのことで、特に問題はないとして見て

きました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

坂口委員   宮地区の坂口です。委員が言われたとおりでありまして、意欲的に耕作されている農家

さんです、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、第６８号議案について何かご意見等ございませんか。 

はい、西尾委員。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。宮地区の１番、使用貸借の案件についてですが、現況で休耕が４筆あ

るようですが、その点について指導等は行われましたでしょうか。 

 

事 務 局   今後、そこも併せて耕作していく計画とのことです。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。樹園地として利用されている所もあるようですので、使用期間内での

有効的な活用についての指導をお願いします。 

 

議  長   他にご意見等ございませんか。 
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委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第６８号議案について、許可をすることといたします。 

続きまして、第６９議案 納税猶予（生前一括贈与）に関する農業経営継続証明につい

て、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第６９号議案 納税猶予（生前一括贈与）に関する農業経営継続証明について、

説明に入る前に、一点議案に修正がございます。議案の右側引き続き農業に従事していた

期間について、令和５年２月現在、と記載しておりますが、令和６年２月の誤りです。修

正をお願いいたします。説明に戻ります。例年、この時期に、贈与税と不動産所得税の納

税猶予継続手続きを行っており、今回の証明対象者は世知原地区１名、宇久地区１名の合

計２名となります。納税猶予者は３年に一度、継続の届出を税務署及び県北振興局に提出

しなければなりませんが、その届出の添付書類として農業経営継続証明が必要となるため、

今回の議案として上程しています。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番世知原地区。 

 

１ ４ 番   １４番田中です。２月２６日に尾﨑推進委員と現地を確認してきました。申請者は野菜

の専業農家で全て耕作されています。野菜の作付けから販売までなされており、何も問題

ありません。よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

尾﨑委員   世知原地区の尾﨑です。田中委員の言われたとおりで問題ありません。よろしくお願い

いたします。 

 

議  長   続きまして、２番宇久地区。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。２月２５日に畠中推進委員と現地を確認してきました。申請者は和牛

繁殖をされていまして、農地について適切に管理されています。特に問題はありません。

以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見をお願いします。 
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畠中委員   宇久地区の畠中です。西尾委員が言われたとおり、証明の交付について問題ないと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは第６９号議案につきまして、何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第６９号議案については、証明を交付することといたします。 

   続きまして、第７０号議案 農用地利用集積計画（案）について、事務局の説明をお願

いします。 

 

事 務 局   はい、第７０号議案 農用地利用集積計画（案）について、ご説明いたします。 

利用権の設定は、針尾地区２件、江上地区１件、宮地区２件、三川内地区３件、早岐地

区１件、皆瀬地区３件、中里地区３件、世知原地区１件、江迎地区２件、鹿町地区５件の

合計２３件。 

解除条件付利用権の設定は、吉井地区２件。 

所有権の移転は針尾地区１件、宮地区１件の合計２件となっております。 

氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。 

なお、利用権の設定の４番、５番、１３番、１４番、１５番につきましては、委員の案

件になりますので、この件を先行した形でのご審議をお願いいたします。以上です。 

 

議  長   利用権の設定の４番、５番、１３番、１４番、１５番の案件は除斥の対象となる委員が

おられますので、農業委員会法第３１条の規定により、退席していただき審議をいたしま

す。まずは４番５番の案件に該当する委員は一時退席願います。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   それでは、４番５番の案件について、何かご意見等ございませんか。 

        

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。４番５番の案件について、賛成の農業委員の挙手

をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 
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議  長   賛成多数です。４番５番の案件については、承認されました。 

委員は入室願います。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   続きまして、利用権の設定の１３番１４番１５番の案件に該当する委員は一時退席願い

ます。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   それでは、１３番１４番１５番の案件について、何かご意見等ございませんか。 

        

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。１３番１４番１５番の案件について、賛成の農業

委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。１３番１４番１５番の案件については、承認されました。 

委員は入室願います。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   残りの案件につきまして審議いたします。何かご意見等ございませんか。 

        

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第７０号議案はすべて承認されましたので、（案）を削除願います。 

続きまして、第７１号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の

規定による要請（案）について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第７１号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に

よる要請（案）について、ご説明いたします。要請（案）につきましては、中間管理機構

からの転貸が柚木地区２件、大野地区１件の合計３件、権利の移転が柚木地区１件、計画
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されています。氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。 

ご審議、よろしくお願いいたします。  

 

議  長   それでは第７１号議案につきまして、何かご意見等ございませんか。 

 

農業委員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第７１号議案は、全て承認されましたので、審議結果を農業委員会の意

見として農地中間管理機構へ要請いたします。 

続きまして、第７２号議案 農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）

について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第７２号議案 農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）につい

て、ご説明いたします。農地中間管理事業に係る一括方式による利用権設定につきまして

は、江上地区４件、宮地区６件、三川内地区３件、早岐地区１件、柚木地区２件、吉井地

区２件、世知原地区１件の合計１９件の申し出があっております。氏名並びに権利の内容

等につきましては、記載のとおりです。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、第７２号議案につきまして何かご意見等ございませんか。 

 

農業委員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第７２号議案は、すべて承認されましたので、（案）を削除願います。 

以上で議案審議が終了しましたので、報告案件に移ります。 

事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局   はい、事務局です 

報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２ 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告につ

いて 
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報告３ 都市計画法に係る開発事前協議開催状況について 

報告４ 裁判所及び法務局への農地現況回答について 

報告５ 非農地通知について 

報告６ 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告７ 農用地利用集積・配分計画解約通知について 

報告８ 宇久メガソーラーについて 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。報告８の件で外国人の雇用に関してですが、事業者と地元の行政セン

ター、区長会、学校関係といった方々が集まって安全対策協議会を作っており、その協議

の中で、もう外国人は雇用しないということで事業者と約束をしていたのに、いざ工事が

始まったら外国人を入れるとして、区長会に回覧板みたいなのが回っている所があるそう

です。行政も入って協議した中での約束が守られないというのは非常に残念なことです。

承認した農業委員会からも約束事はちゃんと守って工事を行うよう、指導が必要だと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 

事 務 局   外国人の作業員に関することにつきましては、農地法に直接関連がありませんので事業

者に対して言いにくいところではありますが、地元に対して誠実に取り組んで欲しい旨は

農業委員会の意見として常々申し上げておりますので、今回いただいたご意見につきまし

ても事業者に申し伝えたいと思っております。 

 

議  長   西尾委員、それでよろしいでしょうか。 

 

１ ５ 番   はい。 

 

議  長   報告事項が終わりましたので、その他に移りたいと思います。事務局より説明をお願 

いします。 

 

事 務 局  【目標地図の素案作成に係る経営意向調査の発送について】 

【視察研修の清算報告について】 

【令和６年度「農地等利用最適化推進施策の改善について」の意見提出について】 

【宮中献穀事業への寄付のお願いについて】 

【ワンデスクシステムについて】 

 

議  長   以上で本日の総会を終了したいと思います。副会長からご挨拶をお願いします。 

 

副 会 長   本日も、慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。 

これをもちまして、第９回総会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 


